
 

平成２６年２月２０日 

四国地方整備局 

土佐国道事務所 

 

国道 56 号 中央分離帯開口部の閉鎖を実施します。 

 
～交通事故対策として本格実施（高知市大原町での取り組み）～ 

平成２５年２月に高知市大原町の国道５６号中央分離帯開口部にて交通死亡事故が

発生しました。それを受け、高知南警察署と協働して、当該箇所の中央分離帯開口部を

平成２５年１０月１０日から試験的に閉鎖をしました。 

試験閉鎖による影響を確認した結果、当該交差点だけでなく隣接交差点を含めて、問

題が確認されませんでしたので恒久的な閉鎖を実施いたします。 

 

○事故対策箇所  国道５６号 高知市大原町
おおはらちょう

９３－１地先 

○事故対策内容  中央分離帯開口部の閉鎖 

○閉鎖完了予定日 平成２６年２月２４日（月） 

 

重大事故抑止のための取り組みであり、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。
 

本施策は、四国圏広域地方計画「Ｎｏ．５圏域の連携による発展に向けた地域力向上プ

ロジェクト」の取り組みに該当します。 

【問い合わせ先】（○主な問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 

土佐国道事務所               電話（代表）  ０８８－８８４－０３５９ 

    副所長（管理）宮武
みやたけ

  敏男
と し お

          （内線） 20５ 

    管理第二課長 吉川
よしかわ

  誠一
せいいち

         （内線） 441 

   

高知国道維持出張所             電話（代表）  ０８８－８４３－６６０３ 

  

    ○出張所長  宇川
う が わ

 義信
よしのぶ

          （内線）６１２１  

 

高知県高知南警察署  交通課 

 

    交通課長    亀岡
かめおか

 有
たもつ

         電話（代表） ０８８－８３４－０１１０ 

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 実施場所 

中央分離帯開口部の閉鎖イメージ 

２． 中央分離帯開口部の閉鎖イメージ


